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令和５年９月

地域福祉連携室

 ⾧岡京市には、地震活断層、水害（浸水想定区域）や土砂災害警戒区域があり、

要配慮者が円滑かつ迅速に避難するための支援体制を整えておくことが重要です。

 しかし近年、隣近所のつきあいが希薄になり、地域によっては「向こう三軒両
隣」による地域での支えあいの意識が薄まりつつあります。個人情報保護に対す

る過剰反応により、要配慮者の存在を近隣の人でさえわからない状況もあります。

 地域における助けあい（互助・共助）は、防災を始め、防犯、福祉及び環境など
住みやすい地域づくりにもつながるものと捉え、

⾧岡京市では、「災害時にともに助け合う制度（災害時要配慮

者支援制度）」を活用した取り組みをすすめています。

⾧岡京市での取り組み

資料１
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申請書の情報から名簿などを作ります

災害が起こったとき
不安。一人では避難
できないし…

制度があり
ます。
申請をお願
いします

民生児童委員

地域のみなさんで支援に必要な情報を共有して、災害のた
めだけでなく、日頃からの見守りなどにも活用できるよう
にしています

訪問して申請手続きを支援します

地域の自治会、
自主防災会など

災害時要配慮者

災害時にともに助けあう制度
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要配慮者名簿は、地域のみなさんで支援に必要な情報を共有して、災害のためだけ
でなく、日頃からの見守りなどにも活用できるようにしています

①名簿の
共有、更新

③災害に
備えた訓練

④個別計画
づくり

②日頃の
見守り

支援する
近所の人

福祉の専門職員

民生児童
委員

自主
防災会自治会

災害時にともに助けあう制度



2023/9/6

3

 1～6までの対象者となる方に対しては、個別に
郵送で制度のお知らせと名簿登録の書類を発送。
7の対象の方は、特定できないので自治会回覧や
広報紙等でお知らせしています。

「災害時にともに助け合う制度」
（災害時要配慮者支援制度）

6

 令和4年度調査

施設入所していない、要介護状態の方や障害者手帳をお持
ちの方等に対して、災害時の避難における状況を確認した。
・約８８％（９７０人）から返信
そのうち、

・名簿登録同意者＝９３人
これまでの合計:同意者２，５６９人

身体障がい:390人
精神障がい:68人
知的障がい:117人
※重複あり

市役所 要配慮者
1,097人

同意確認書を
送付

災害時にともに助けあう制度
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 未返信者・・・１２７人

災害時にともに助けあう制度登録済シール

返信のなかった人こそ支援が必要かも

登録者が、家のドアを開けてす
ぐ見える所に貼る。

＜目的＞
・登録者であることを訪問者に
知ってもらう。

・制度を知らない人に知って
もらい、登録につなげる。

＜今まで＞

災害時要配慮者に該当する方への声かけ、

登録の案内

相談支援専門員へのお願い
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＜これから＞

災害対策基本法改正により個別計画作成が努力義
務に。福祉の支援者も関わることになります。

災害対策基本法

9

相談支援専門員へのお願い

10

申請⇒名簿登録が完了すると

災害時要配慮者 避難支援プラン（個別計画）
申請時に記載された情報は、市役所で記入します。

・いつも使う薬、かかりつけ医は？
・いつも使う福祉サービスは？

・避難するときの行先（場所）や避難ルートは？
・坂道はある？
・車いすは通りやすい？
・移動時に気をつけることは？

以下の内容は、本人から聞き取り記入できるようにしています。

・避難する時どんな支援が必要ですか？
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担当の障がい者の方へ

1.制度登録への声かけ

2.ハザードリスクの確認

3.「災害時にともに助けあう制度登録済

シール」の確認

13

まとめ

お問い合せ先

災害時要配慮者支援制度 「災害時にともに助けあう制度」

○全般に関すること、登録に関する質問、災害時の避難行動に関する質問

【お問い合わせ】

地域福祉連携室 ℡ ０７５－９５５－９５１６

障がい福祉課 ℡ ０７５－９５５－９７１０

防災・安全推進室 ℡ ０７５－９５５－９６６１


